


【国保】 
 

D-112 Dダイマー（治療開始後の DICの経過観察目的） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、治療開始後の DIC の経過観察目的での D ダイマーの算定

は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 DICの診断基準のスコアリングにも用いることから、測定された数値は

合併症の有無や疾患の経過観察を行う上で有用である。 

 


